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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
消
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
十
四
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

道
路
区
域
の
変
更
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 

○ 

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
臨
港
地
区
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

○ 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二 

○ 

都
市
計
画
臨
港
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三 

○ 

都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
三 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧
（
四
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
三 

○ 

都
市
計
画
緑
地
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
通
知
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四 

規

則 

 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

千
葉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
八
年
千
葉
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
等
の
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

第
二
条
の
二 

省
令
第
五
条
第
四
項
（
省
令
附
則
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
所
管

行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
七
条
に
規
定
す
る
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
又
は
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
（
以
下
「
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
耐

震
診
断
の
結
果
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類 

 

二 

耐
震
診
断
を
行
っ
た
者
が
省
令
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
の
写
し
（
当
該
耐
震
診
断
を
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
以
後
に
行
っ
た
場
合
に
限

る
。
） 

 

三 

付
近
見
取
図 

 

四 

配
置
図 

 

五 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
等
の
所
有
者
は
、
法
第
七
条
又
は
法

附
則
第
三
条
第
一
項
の
報
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
も
っ
て
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第

十
三
条
第
一
項
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十

五
条
第
四
項
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
七
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
建
築
物
の
地
震
に
対

す
る
安
全
性
に
関
す
る
報
告
書
」
を
「
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
報
告
書
」
に
改
め
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
計
画
の
認
定
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

第
三
条
の
二 

省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
の
所
管
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
計
画
が
同
条
第

三
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認

め
た
者
が
証
す
る
書
類 

 

二 

省
令
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
の 

項
に
掲
げ
る
図
書 

 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

２ 

法
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
同
項
の
規

定
に
よ
る
計
画
の
認
定
（
以
下
「
計
画
の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
耐
震
改

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

平

成

27

年

3 

月

24

日 

定 
 

例 

(い) 



 
 

 

二 
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修
の
計
画
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 
第
四
条
第
一
項
中
「
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
及
び
「
（
以
下
「
計
画
の
認
定
」
と
い

う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
認
定
建
築
物
」
を
「
計
画
認

定
建
築
物
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
八
条
第
八
項
後
段
（
法
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
項
後
段
（
法
第
十
八
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
認
定
建
築
物
」
を
「
計
画
認
定
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
条
」
を

「
第
十
九
条
」
に
、
「
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
関
す
る
報
告
書
」
を
「
計
画
認
定
建
築
物
の
耐
震
改

修
に
関
す
る
報
告
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
認
定
建
築
物
」
を
「
計
画
認
定
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。 

 

（
完
了
報
告
書
） 

第
十
条 

認
定
事
業
者
は
、
計
画
認
定
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
完
了
報
告
書

（
別
記
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

第
十
一
条 

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
所
管
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

現
況
報
告
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
。
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
三
条

第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
条
の
建
築
士
が
当
該
建
築
物
の
現
況
を
調
査
し
た
結
果
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
） 

 

二 

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書 

 
 

ア 

付
近
見
取
図 

 
 

イ 

配
置
図 

 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

２ 

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
所
管
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
建
築
物
が
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類 

 

二 

現
況
報
告
書 

 

三 

付
近
見
取
図 

 

四 

配
置
図 

 

五 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

３ 

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
所
管
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

現
況
報
告
書 

 

二 

付
近
見
取
図 

 

三 

配
置
図 

 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

４ 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
同
項
の
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
省
令
第
三
十
三
条
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
同
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
の
申
請
の
取
下
げ
届
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
知
事
が
同
条
第
二
項
の
認
定
を
す
る
前
に
当

該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
認
定
申
請
取
下

げ
届
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

第
十
三
条 

省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
所
管
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
二
十
五

条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
区
分
所
有
建
築
物
（
同
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
事
が
適
切
で

あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
区
分
所
有
建
築
物
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
の
申
請
の
取
下
げ
届
） 

第
十
四
条 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
知
事
が
同
条
第
二
項
の
認
定
を
す
る
前
に
当

該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
区
分
所
有
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
係
る
認
定
申

請
取
下
げ
届
（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を 

特
定

建
築

物
の

地
震

に
対

す
る

安
全

性
に

関
す

る
報

告
書

 

第
７

条
第

４
項

 
第

１
３

条
第

１
項

（
第

１
５

条
 

第
４

項
・

第
２

４
条

第
１

項
・

第
２

７
条

第
４

項
・

附
則

第
３

条
第

３
項

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

 

建
築

物
の

地
 

震
に

対
す

る
安

全
性

に
関

す
る

報
告

書
 

４
 

特
定

建
築

物
の

概
要

 

 

用
途
 

 
階

数
 
 

延
べ

面
積
 

 
構

造
 
 

 

「
建

築
物

の
所

有
者

 
氏
 

特
定

建
築

物
の

所
有

者
の

 

住
所

・
氏

名
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

建
築

物
の

所
有

者
の
 

住
所

・
氏

名
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

名
」
 

る
同

法
第

１
３

条
第

１
項

）
」

「
特

定
建

築
物

の
所

有
者

 
氏

名
」
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「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
四
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
七
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
第
九
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次

の
別
記
様
式
を
加
え
る
。 

                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                

第
８

条
第

３
項

 
第

１
７

条
第

３
項

 
同

条
第

８
項

後
段

 

同
条

第
１

０
項

後
段

 

第
９

条
第

１
項

 
第

１
８

条
第

１
項

 

第
１

０
条

 
第

１
９

条
 

認
定

建
築

物
の

工
事

 

認
定

建
築

物
の

用
途
 

計
画

認
定

建
築

物
の

工
事

 

認
定

建
築

物
 

計
画

認
定

建
築

物
 

４
 

建
築

物
の

概
要

 
    

建
築

物
の

名
称
 
 

用
途
 

 
階

数
 
 

延
べ

面
積
 

 
構

造
 
 

 

認
定

建
築

物
の

耐
震

改
修

に
関

す
る

報
告

書
 

計
画

認
定

建
築

物
の

耐
震

 

改
修

に
関

す
る

報
告

書
 

計
画

認
定

建
築

物
の

概
要
 

認
定

建
築

物
の

概
要

 

計
画

認
定

建
築

物
の

用
途

 

第
十

号
様

式
（

第
十

条
）

 

完
 

了
 

報
 

告
 

書
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
第
 

 
 

 
号

で
認

定
さ

れ
た

計
画

認
定

建
築

物
の

耐
震

改
修

の
工

事
が

完
了

し
た

の
で

、
建

築
物

の
耐
震

改
修

の
促

進
に

関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

１
０

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 

千
葉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
認

定
事

業
者

 
 

氏
名

又
は

名
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
○ 印

 
 

１
 

認
定

事
業

者
の

住
所

・
氏

名
 

（
法

人
の

場
合

は
所
在

地
・

名
称

）
 

電
話

番
号

 

２
 

敷
地

の
地

名
地

番
 

 

３
 

計
画

認
定

建
築

物
の

概
要

 

  

用
 

 
途

 
 

階
 

 
数

 
 

延
べ

面
積

 
 

建
築

面
積

 
 

構
 

 
造

 
 

４
 

耐
震

改
修

の
完

了
の

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

５
 

備
考

 

 

※
  

受
 

 
付

 
 

欄
 

※
 

 
 

決
 

 
 

裁
 

 
 

欄
 
 

 
 

※
  

決
裁

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
 

 
 

 
 

号
 

係
員

印
 

係
員

印
 

 

注
 

 
 

１
 

個
人

が
報

告
す

る
場

合
は

、
報

告
者

の
氏

名
を

自
署

す
る

こ
と

に
よ

り
、
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

２
 

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
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現
 

況
 

報
 

告
 

書
 

 
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

１
条

第
１

項
（

第
１

１
条

第
２

項
・
 

第
１

１
条

第
３

項
）

の
規

定
に
よ

り
、

次
の

と
お

り
建

築
物
の

現
況

に
つ

い
て

報
告

し
ま

す
。

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 

千
葉

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
建

築
物

の
所

有
者

 
 

氏
名

又
は

名
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
○ 印

 
 

１
 

建
築

物
の

所
有

者
の

住
所
・

氏
名

 
（

法
人

の
場

合
は

所
在

地
・

名
称

）
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

２
 

敷
地

の
地

名
地

番
 

 

３
 

建
築

物
の

概
要

 

  

用
 

 
途

 
 

階
 

 
数

 
 

延
べ

面
積

 
 

建
築

面
積

 
 

構
 

 
造

 
 

４
 

現
況

の
調

査
を

実
施

し
た

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

５
 

調
査

者
の

資
格

 

 
 

住
所

・
氏

名
 

 
 

建
築

士
事

務
所

名
 

（
 

 
）

建
築

士
（

 
 

）
登

録
 

第
 

 
 

 
号

 

○ 印
 
 

（
 

 
）

建
築

士
事

務
所

（
 
 

）
登

録
 

第
 

 
 

 
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 

６
 

調
査

結
果
 

   

※
 
 

受
 

 
付

 
 

欄
 

※
 

 
 

決
 

 
 

裁
 

 
 

欄
 
 

 
 

※
 
 

決
裁

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
 

 
 

 
 

号
 

係
員

印
 

係
員

印
 

 

注
 

 
 
１
 
個
人
が
報
告
す
る
場
合
は
、
報
告
者
の
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

 
２
 
※
印
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 
３
 
６
欄
に
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
耐
震
関

係
規
定
へ
の
適
合
状
況
、
新
築
及
び
増
改
築
の
履
歴
、
建
築
物
の
維
持
管
理
状
況
等
に
つ
い
て
記
載
し
、

そ
れ
ら
が
確
認
で
き
る
図
書
及
び
写
真
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
第

十
一

号
様

式
（

第
十

一
条

第
一

項
第

一
号

、
第

二
項

第
一

号
及

び
第

三
項

第
一

号
）

 
 

第
十

二
号

様
式

（
第

十
二

条
）

 

建
築

物
の

地
震

に
対

す
る

安
全

性
に

係
る

認
定

申
請

取
下

げ
届

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
提

出
し

た
認

定
申

請
書

を
取

り
下

げ
た

い
の

で
、
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

２
条

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

  

届
出

人
 

 
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
 

１
 

申
請

者
の

住
所

・
氏

名
 

（
法

人
の

場
合

は
所
在

地
・

名
称

）
 

 

２
 

敷
地

の
地

名
地

番
 

 

３
 

建
築

物
の

用
途

 
 

４
 

取
下

げ
の

理
由

 
 

５
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

考
 

 

※
  

受
 

 
付

 
 

欄
 

※
 

 
 

決
 

 
 

裁
 

 
 

欄
 
 

 
 

※
  

決
裁

年
月

日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

年
 

 
月

 
 
日

 

第
 

 
 

 
 

号
 

係
員

印
 

係
員

印
 

 

注
 

 
 

１
 

個
人

が
届

け
出

る
場

合
は

、
届

出
者

の
氏

名
を

自
署

す
る

こ
と

に
よ

り
、
押

印
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

２
 

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
要
安
全
確
認
計
画

記
載
建
築
物
又
は
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
の
所
有
者

（
以
下
「
所
有
者
」
と
い
う
。
）
が
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
当
該
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
又

は
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
の
耐
震
診
断
を
行
っ
た
と
き
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
条
の
二
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
添
え
て
法
第
七
条
又
は
法
附
則
第

三
条
第
一
項
の
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
の 

項
に
掲
げ
る
図
書 

 

二 

省
令
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
の 

項
に
掲
げ
る
図
書
又
は
同
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

建
築
物
等
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
構
造
計
算
書 

 

三 

耐
震
診
断
を
行
っ
た
者
が
省
令
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
の
写
し
（
当
該
耐
震
診
断
を
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
以
後
に
行
っ
た
場
合
に
限

る
。
） 

 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
は
、
法
第
七
条
又
は
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
報
告
を
す
る

と
き
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
構
造
計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
も
っ

て
、
同
号
に
掲
げ
る
構
造
計
算
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
印
旛
郡
栄

町
請
方
外
七
大
字
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日
付
け
で
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害

保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
付
け
で
消
滅
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
第

十
三

号
様

式
（

第
十

四
条

）
 

区
分

所
有

建
築

物
の

耐
震

改
修

の
必

要
性

に
係

る
認

定
申

請
取

下
げ

届
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
提

出
し

た
認

定
申

請
書

を
取

り
下

げ
た

い
の

で
、
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
１

４
条

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

  

届
出

人
 

 
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
 

１
 

申
請

者
の

住
所

・
氏

名
 

（
法

人
の

場
合

は
所
在

地
・

名
称

）
 

 

２
 

敷
地

の
地

名
地

番
 

 

３
 

建
築

物
の

用
途

 
 

４
 

取
下

げ
の

理
由

 
 

５
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

考
 

 

※
  

受
 

 
付

 
 

欄
 

※
 

 
 

決
 

 
 

裁
 

 
 

欄
 
 

 
 

 
※

  
決

裁
年

月
日

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

年
 

 
月

 
 
日

 

第
 

 
 

 
 

号
 

係
員

印
 

係
員

印
 

 

注
 

 

 
 

１
 

個
人

が
届

け
出

る
場

合
は

、
届

出
者

の
氏

名
を

自
署

す
る

こ
と

に
よ

り
、
押

印
を

省
略

す
る
こ

と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

２
 

※
印

の
あ

る
欄

は
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

(い) 

(ろ) 
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千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 
金
田
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
田
都
市
計
画

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

野
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

野
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
八
号
愛
宕
西
駅
前
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

野
田
市
野
田
字
愛
宕
裏
及
び
中
野
台
字
堀
尻
地
内 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
原
都
市
計
画

道
路
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 
木 

 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

市
原
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
原
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
六
号
八
幡
椎
津
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

市
原
市
平
田
字
堂
面
、
字
沼
下
、
字
門
前
及
び
字
田
島
、
出
津
字
上
川
田
並
び
に
五

井
字
上
前
原
地
内 

 
 

使
用
の
部
分 

市
原
市
五
井
字
上
前
原
及
び
平
田
字
門
前
地
内 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

千
葉
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

千
葉
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
三
号
新
港
横
戸
町
線 

 
 

千
葉
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
六
・
八
八
号
千
葉
港
黒
砂
台
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
八
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

千
葉
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

千
葉
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
七
号
幕
張
町
弁
天
町
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 
千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
松
戸
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

松
戸
市 



  

七 
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二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

松
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
六
号
三
矢
小
台
主
水
新
田
線 

三 
事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 
な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
田
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

野
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

野
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
四
号
堤
台
柳
沢
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
田
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

野
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

野
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
六
号
尾
崎
中
里
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
田
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

野
田
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

野
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
七
号
愛
宕
東
駅
前
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
茂
原
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

茂
原
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

茂
原
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号
桑
原
梅
田
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 
事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
茂
原
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 
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千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

茂
原
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

茂
原
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号
桑
原
梅
田
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
茂
原
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

茂
原
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

茂
原
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
九
号
桑
原
梅
田
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
柏
都
市
計
画
道

路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

柏
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

柏
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
四
五
号
船
戸
若
柴
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
三
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
原
都
市
計
画

道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

市
原
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
原
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
五
・
三
二
号
島
野
椎
津
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
千
代
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

八
千
代
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

八
千
代
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
号
新
木
戸
上
高
野
原
線 

三 
事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
八
年
四
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 
変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 
な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号 
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
我
孫
子
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

我
孫
子
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

我
孫
子
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
四
号
手
賀
沼
公
園
・
久
寺
家
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
ん
む
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

山
武
市 

 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
ん
む
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
号
成
東
駅
南
口
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

な
し 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十

七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

千
葉
竜
ケ
崎
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延 
 

 
 

 
 

 

長 

印
西
市
鹿
黒
南 

前 

一
七
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
四
・
○
○
メ
ー
ト
ル 

五
丁
目
一
○
一 

 

一
七
・
○
○
メ
ー
ト
ル
ま
で 

 

番
地
先
か
ら
鹿 

後 

一
七
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
四
・
○
○
メ
ー
ト
ル 

黒
南
三
丁
目
一

○
二
番
地
先
ま

で 

 

一
四
八
・
○
○
メ
ー
ト
ル
ま

で 

 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十

七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

千
葉
竜
ケ
崎
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の 

前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延

長 

摘 

要 

印
西
市
草
深
字 

前
Ａ 

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

三
、
○
六
五
・
三
〇 

 

Ａ
、
Ｂ 

天
王
脇
一
、
一 

 

三
二
・
九
○
メ
ー
ト
ル
ま
で 

メ
ー
ト
ル 

及

び

Ｃ 

二
○
番
一
地
先 

 
 

 

は
、
関
係 

か
ら
木
下
南
二 

 

＋ 
 

 

図
面
に
表 

丁
目
一
番
八
地 

 
 

 

示
す
る
敷 

先
ま
で 

 
 

 

地
の
区
分 

印
西
市
草
深
字 

 

Ｂ 

一
八
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら 

八
四
三
・
四
〇
メ
ー
ト 

を
い
う
。 

天
王
脇
一
、
一 

 

四
八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

ル 
 

Ａ
の
う 

二
○
番
一
地
先 

 
 

 

ち

五

六 

か
ら
鹿
黒
南
三 

 
 

 

二
・
○
○ 

丁
目
一
○
九
番 

 
 

 

メ
ー
ト
ル 

地
先
ま
で 

 

 
 

は
、
一
般 

 
 

 
 

 



 
 

 

一
〇 
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印
西
市
草
深
字 

後
Ａ 

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

三
、
○
六
五
・
三
〇 

国
道
三
百 

天
王
脇
一
、
一 

 

＋ 

三
二
・
九
○
メ
ー
ト
ル
ま
で 

メ
ー
ト
ル 

五
十
六
号 

二
○
番
一
地
先 

 

Ｂ 

一
八
・
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら 

三
、
○
六
二
・
九
○ 

と
重
用
と 

か
ら
木
下
南
二 

 

・ 

四
八
・
四
○
メ
ー
ト
ル
ま
で 

メ
ー
ト
ル 

な
る
。 

丁
目
一
番
八
地 

 

Ｃ 
 

 
 

先
ま
で 

 
 

 
 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
三

月
二
十
四
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十

七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
幕
張
八
千
代
線 

八
千
代
市
八
千
代
台
西
九
丁
目
四
五
八
番
一
一
地
先
か
ら
八
千
代 

 

台
西
八
丁
目
四
四
一
番
二
五
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
三

月
二
十
四
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十

七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 
治 

 
 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
千
葉
竜
ケ
崎
線 

印
西
市
草
深
字
東
泉
新
田
前
一
、
二
一
七
番
七
地
先
か
ら
鹿
黒
南 

 

三
丁
目
六
番
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
港
臨
港

地
区
内
の
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
港
湾
課
及
び
葛
南
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 

分
区
の
種
類
及
び
区
域 

 

商
港
区 

市
川
市
塩
浜
一
丁
目
の
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
川
都
市
計
画
臨

港
地
区
を
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
川
都
市
計
画
臨
港
地
区 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

市
川
市
塩
浜
一
丁
目
の
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
芝
山
都
市
計
画

下
水
道
事
業
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

山
武
郡
芝
山
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

芝
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
芝
山
町
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

山
武
郡
芝
山
町
小
池
字
舞
鶴
及
び
字
橋
本
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

使
用
の
部
分 

山
武
郡
芝
山
町
小
池
字
笠
掛
、
字
麻
生
、
字
井
田
城
、
字
奴
賀
氏
、
字
庚
申
前
、
字

木
戸
脇
、
字
柳
、
字
宮
城
、
字
地
蔵
、
字
幸
面
、
字
丸
千
代
、
字
新
林
、
字
台
、
字
三

田
、
字
並
岡
、
字
神
成
山
、
字
大
宮
前
、
字
大
宮
、
字
手
々
栗
、
字
仁
保
知
台
、
字
大

塚
、
字
宮
木
谷
、
字
水
口
、
字
深
谷
、
字
入
会
、
字
前
野
、
字
桝
形
、
字
舞
鶴
及
び
字

橋
本
、
小
池
元
高
田
字
痘
上
、
字
荒
追
、
字
辺
田
、
字
堂
坂
、
字
作
、
字
出
戸
、
字
沓

形
、
字
御
田
谷
、
字
白
幡
及
び
字
角
田
、
大
台
字
猪
ノ
堤
、
字
稲
荷
瓢
及
び
字
上
板
木

並
び
に
新
井
田
字
長
作
、
字
上
人
塚
及
び
字
小
橋
台
の
各
一
部
の
区
域 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 



  

一
一 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
そ
の
届
出
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
七
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
七
月
二
十
四
日
ま

で
、
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

島
忠
ホ
ー
ム
ズ
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
店 

 
 

 

印
西
市
西
の
原
五
丁
目
七
番 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
島
忠 

代
表
取
締
役 

山
下
視
希
夫 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
三
橋
五
丁
目
一
、
五
五
五
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
仮
称
）
島
忠
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
店 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

島
忠
ホ
ー
ム
ズ
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
店 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
西
市
環
境
経
済
部
経
済
政
策
課 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
田
市

南
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

退
任
理
事 

 

野
田
市
今
上
一
、
七
八
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

渡 

辺 
 

勝 

利 

  
 

 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鴨
川
市

主
基
第
三
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

鴨
川
市
上
小
原
三
四
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

亀 

田 
 

光 

武 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
、
四
〇
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久 

保 
 

 
 

誠 

 
 

〃 
 

〃 
 

九
〇
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

丹 
 

宜 

順 

 
 

〃 
 

〃 
 

二
九
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

亀 

田 
 

 
 

進 

 
 

〃 
 

〃 
 

二
四
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田 

村 
 

義 

博 

 
 

〃 
 

〃 
 

八
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内 
 

 
 

 

操 

 
 

〃 
 

〃 
 

九
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗 

原 
 

寿 

男 

 
 

〃 
 

〃 
 

七
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊 

丹 
 

浩 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
、
七
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原 
 

 
 

敏 

行 

 
 

〃 
 

南
小
町
四
四
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

白 

銀 
 

健 

仁 

二 

退
任
監
事 

 
 

鴨
川
市
上
小
原
九
八
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

正 

郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

村 
 

秀 

三 

三 

就
任
理
事 

 
 

鴨
川
市
上
小
原
八
二
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

栗 

原 
 

敏 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
、
四
二
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

久 

保 
 

 
 

実 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
〇
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

入 

江 
 

裕 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

二
八
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

亀 

田 
 

繁 

夫 

 
 

〃 
 

〃 
 

九
一
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

村 
 

哲 

章 

 
 

〃 
 

〃 
 

九
四
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内 

記 
 

修 

生 

 
 

〃 
 

〃 
 

九
八
七
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鈴 

木 
 

 
 

守 

 
 

〃 
 

仲
七
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 

丹 
 

利 

一 

 
 

〃 
 

上
小
原
一
、
七
五
八
番
地
の
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原 
 

 
 

 
 

 

 
 

〃 
 

南
小
町
四
七
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

吉 

田 
 

韶 

男 
四 
就
任
監
事 

 
 

鴨
川
市
上
小
原
三
四
番
地
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

亀 

田 
 

光 

武 

 
 

〃 
 

〃 
 

一
、
四
〇
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久 

保 
 

 
 

誠 

  
 

 

土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
清
算
法
人
君
津
市
藤
林
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
清
算
人
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 



 
 

 

一
二 
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平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
退
任
清
算
人 

 

君
津
市
坂
畑
七
五
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笈 

川 
 

 
 

彰 
 

 
 

 

〃 
 

草
川
原
五
五
四
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

榎 

本 
 

 
 

進 
 

 
 

 

〃 
 

高
水
七
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鎌 

田 
 

行 

男 
 

 
 

 

〃 
 

藤
林
三
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

久
野
田 

 

清 

一 
 

 
 

 

〃 
 

高
水
六
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石 

井 
 

富 

夫 
 

 
 

 

〃 
 

藤
林
一
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

島 

津 
 

康 

夫 
 

 
 

 

〃 
 

坂
畑
三
八
三
番
地
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笈 

川 
 

 

男 
 

 
 

  
 

 

建
設
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分

し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

そ
の
一 

 

一 

商
号 

株
式
会
社
中
村
水
建 

 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

千
葉
市
花
見
川
区
三
角
町
八
三
番
地 

 

三 

代
表
者
の
氏
名 

中
村
ス
マ
子 

 

四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
二
五
六
二
号 

 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 
 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 
 

管
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
に
係
る
も
の 

 
 

 

イ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る

公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又

は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
民
間
資
金
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事

業
に
係
る
建
設
工
事 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
建
設
工
事
以
外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補

助
金
等
又
は
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て

い
る
も
の 

 
 

２ 

期
間 

 
 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
の
六
十
日
間 

 

六 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
に
千
葉
地
方
裁
判
所
か
ら
、
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項

及
び
第
百
九
十
八
条
並
び
に
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等

の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
官
製
談

合
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
元
取
締
役
を
懲
役
刑
に
処
す
る
旨
の
判
決
が
あ

り
、
こ
れ
が
同
年
十
一
月
五
日
に
確
定
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。 

 

七 

処
分
を
し
た
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

そ
の
二 

 

一 

商
号 

株
式
会
社
千
葉
管
工
事 

 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

千
葉
市
花
見
川
区
幕
張
町
四
丁
目
六
三
一
番
地 

 

三 

代
表
者
の
氏
名 

関
一
美 

 

四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
（
特
―
二
三
）
第
一
二
五
三
号 

 

五 

処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 
 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 
 

管
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
に
係
る
も
の 

 
 

 

イ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
若
し
く
は
建
設
業
法
施
行

規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
建
設
工
事
以
外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
、
補
助
金
等
適
正
化
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
又
は
地
方
公
共
団

体
の
交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の 

 
 

２ 

期
間 

 
 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
の
六
十
日
間 

 

六 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
に
千
葉
地
方
裁
判
所
か
ら
刑
法
第
六

十
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
百
九
十
八
条
並
び
に
官
製
談
合
防

止
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
元
取
締
役
を
懲
役
刑
に
処
す
る
旨
の
判
決
が
、
並
び
に
同
年
六
月
十
八

日
に
千
葉
簡
易
裁
判
所
か
ら
刑
法
第
六
十
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項

並
び
に
官
製
談
合
防
止
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
元
代
表
取
締
役
を
罰
金
刑
に
処
す
る
旨
の
略
式
命

令
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
確
定
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
該
当
す
る
。 

 

七 

処
分
を
し
た
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

そ
の
三 

 

一 

商
号 

有
限
会
社
千
城
管
工 

 

二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

千
葉
市
稲
毛
区
轟
町
一
丁
目
四
番
一
四
号 



  

一
三 
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三 

代
表
者
の
氏
名 

小
塙
謙
二 

 
四 

許
可
番
号 

千
葉
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
三
八
九
二
六
号 

 
五 
処
分
の
内
容 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止 

 
 

１ 
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 

 
 

管
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
建
設
工
事
に
係
る
も
の 

 
 

 

イ 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
若
し
く
は
建
設
業
法
施
行

規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
建
設
工
事
以
外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
、
補
助
金
等
適
正
化
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
又
は
地
方
公
共
団

体
の
交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の 

 
 

２ 

期
間 

 
 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
の
六
十
日
間 

 

六 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
八
日
に
千
葉
簡
易
裁
判
所
か
ら
、
刑
法
第

六
十
条
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
並
び
に
官
製
談
合
防
止
法
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
元
代
表
取
締
役
を
罰
金
刑
に
処
す
る
旨
の
略
式
命
令
が
あ
り
、
こ
れ
が
同
年
七
月
三
日

に
確
定
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す

る
。 

 

七 

処
分
を
し
た
日 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

  
 

 

都
市
計
画
臨
港
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号
に
係
る
市
川
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
関
係
図
書
は
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都

市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 
治 

 
 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
決
定
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
地
区
計
画
千
葉
大
学
西
千
葉

キ
ャ
ン
パ
ス
地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
地
区
計
画
幕
張
新
都
心
中
心
地

区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市

整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
地
区
計
画
幕
張
新
都
心
住
宅
地

区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二

十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市

整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
地
区
計
画
幕
張
新
都
心
若
葉
住

宅
地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部

都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
緑
地
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
緑
地
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 
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平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
の
通
知
の
公
表 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査

の
結
果
に
基
づ
き
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
を
別
冊
の
と
お
り

公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

千 

坂 
 

正 

志 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

藤 

代 
 

政 

夫 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

阿 

井 
 

伸 

也 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

堀 

江 
 

は 

つ 
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一
部
一
箇
月
一
、
〇
○
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円
（
送
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を
含
む
。
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発 

行 
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千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 

本
号
（
別
冊
を
含
む
。
） 

 

一
部 

 
 

 
 

 

六
三
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定
期
購
読
申
し
込
み
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〇
四
三
（
二
二
三
）
二
一
五
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
部
売
り
申
し
込
み
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〇
四
三
（
二
二
三
）
二
六
五
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